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通
園
制
度
と
し
て
令
和
８
年

度
か
ら
全
て
の
自
治
体
で
実

施
す
る
方
針
と
し
て
お
り
、

本
格
実
施
に
向
け
て
課
題
の

整
理
や
検
証
を
行
う
こ
と
を

目
的
に
、
県
内
で
は
本
市
を

含
め
、
４
市
で
初
め
て
試
行

的
事
業
が
実
施
さ
れ
る
。

問　
子
ど
も
の
預
か
り
に
必

要
な
経
費
で
、
保
護
者
の
負

担
は
あ
る
か
。

答　
本
市
で
は
、
保
護
者
負

担
な
し
で
実
施
す
る
予
定
で

あ
る
。

問　
市
民
へ
の
周
知
は
ど
の

よ
う
に
し
て
い
く
の
か
。
ま

た
、
事
業
開
始
は
い
つ
頃
を

考
え
て
い
る
か
。

答　
市
報
「
ぎ
ょ
う
だ
」
や

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
で
広
く
周
知
し
、
開

始
は
、
７
月
を
予
定
し
て
い

る
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
「
１
か
月
児
と
５
歳
児
健

康
診
査
支
援
事
業
」
に
つ
い

て〇
災
害
時
の
備
え
に
つ
い
て

　

政
府
は
昨
年
12
月
20
日
に

こ
ど
も
未
来
戦
略
を
閣
議
決

定
し
、そ
の
中
の
施
策
に
「
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮

称
）
の
試
行
的
事
業
」
と
「
１

か
月
児
と
５
歳
児
健
康
診
査

支
援
事
業
」
が
あ
る
。

問　
本
市
は
令
和
６
年
度
に

国
が
行
う
こ
の
試
行
的
事
業

に
参
加
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
の
施
策
の
内
容
と
本
市
が

考
え
て
い
る
制
度
設
計
と
は
。

答　
国
で
は
保
育
所
、
幼
稚

園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
地
域

型
保
育
事
業
等
に
通
っ
て
い

な
い
０
歳
６
か
月
か
ら
満
３

歳
未
満
の
子
ど
も
を
対
象
と

し
て
、
月
10
時
間
を
上
限
に

保
護
者
が
働
い
て
い
な
く
て

も
時
間
単
位
で
柔
軟
に
保
育

所
な
ど
を
利
用
で
き
る
制
度

と
位
置
付
け
て
い
る
。
本
市

の
制
度
設
計
は
実
施
方
法
と

し
て
、
保
育
所
３
箇
所
、
認

定
こ
ど
も
園
１
箇
所
、
幼
稚

園
１
箇
所
の
計
５
箇
所
で
事

業
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

国
は
法
律
に
基
づ
く
新
た
な

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
（
仮
称
）
の
試
行
的

事
業
」
に
つ
い
て

木 

村 　

博
（
公
明
党
）

破
損
等
に
よ
り
断
水
し
た
場

合
に
つ
い
て
は
、
市
内
４
箇

所
の
浄
配
水
場
に
あ
る
配
水

タ
ン
ク
内
の
水
道
水
を
利
用

し
、
給
水
車
に
よ
る
避
難
所

等
へ
の
応
急
給
水
を
行
う
。

問　
能
登
半
島
地
震
の
際
に

も
職
員
を
派
遣
し
て
い
る
が
、

給
水
車
の
大
き
さ
に
よ
り
運

転
で
き
る
条
件
の
運
転
免
許

証
が
限
ら
れ
て
く
る
。
運
転

手
の
確
保
は
問
題
な
い
か
。

答　
本
市
の
給
水
車
は
、
車

両
総
重
量
５
ト
ン
未
満
に
分

類
さ
れ
、
平
成
29
年
３
月
11

日
ま
で
に
取
得
し
た
普
通
免

許
、
ま
た
は
、
３
月
12
日
以

降
に
取
得
し
た
準
中
型
免
許

が
必
要
で
あ
る
。
将
来
的
に

運
転
可
能
な
職
員
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
が
、
積
極
的
に

運
転
手
の
確
保
の
方
策
を
講

じ
て
い
く
。

︹
そ
の
他
の
主
な
質
問
︺

〇
商
工
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
の

貸
出
方
法
の
改
善
に
つ
い
て

〇
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
及

び
検
査
に
つ
い
て

問　
本
年
一
月
に
発
生
し
た

能
登
半
島
地
震
の
現
地
状
況

を
報
道
等
で
見
る
に
、
避
難

所
や
自
宅
に
残
れ
た
方
で
も
、

電
気
、
ガ
ス
、
水
道
等
の
公

共
イ
ン
フ
ラ
が
止
ま
り
不
自

由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
特
に
水
に
つ
い
て

の
困
り
ご
と
が
多
く
、
必
要

性
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
災
害

な
ど
で
断
水
し
て
し
ま
っ
た

場
合
に
、
飲
料
水
や
生
活
に

必
要
な
水
、
体
を
清
潔
に
保

つ
た
め
や
ト
イ
レ
等
に
使
用

す
る
た
め
の
水
は
、
ど
れ
く

ら
い
確
保
し
て
い
る
の
か
。

答　
本
市
で
は
災
害
時
に
備

え
て
、
市
内
小
・
中
学
校
の

防
災
倉
庫
に
、
５
０
０
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
入
り
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
飲
料
水
を
計
約
１
万
６

千
本
備
蓄
し
て
い
る
。
併
せ

て
、
民
間
事
業
者
５
社
と
災

害
時
応
援
協
定
を
締
結
し
て

お
り
、
災
害
発
生
時
に
お
い

て
、
優
先
的
に
飲
料
の
提
供

を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
え

て
い
る
。
ま
た
、
水
道
管
の

災
害
時
に
お
け
る
水
の

確
保
に
つ
い
て
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６
年
生
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
育
成
が
課
題
で
あ
る
。　

問　
再
編
後
は
新
た
な
場
所

で
学
校
建
設
が
必
要
と
考
え

る
が
、
候
補
地
選
考
基
準
や

時
期
は
。

答　
児
童
生
徒
の
人
数
や
居

住
分
布
、
校
舎
の
建
替
え
年

度
、
都
市
計
画
法
、
建
設
費

用
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し

て
個
別
計
画
で
示
し
た
い
。

●
公
共
施
設
の
ト
イ
レ
改
修

問　
市
の
施
設
内
の
ト
イ
レ

が
和
式
で
手
す
り
も
な
く
、

高
齢
者
が
大
変
な
思
い
を
し

て
い
る
。
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、

手
す
り
の
設
置
状
況
と
今
後

の
改
修
見
込
み
、
計
画
は
。

答　
公
園
で
は
56
箇
所
の
う

ち
、
ト
イ
レ
が
あ
る
の
は
29

箇
所
、
和
式
で
手
す
り
が
な

い
公
園
が
５
箇
所
あ
る
。
利

用
者
の
多
い
施
設
に
つ
い
て

は
、
令
和
６
年
度
中
に
洋
式

化
を
完
了
さ
せ
る
よ
う
予
算

計
上
し
た
。
改
め
て
市
内
の

公
園
を
総
点
検
し
て
緊
急
度

を
確
認
し
て
対
応
し
て
い
く
。

問　
新
た
な
再
編
計
画
・
骨

子
編
の
要
点
は
。

答　
中
学
進
学
時
に
不
登

校
生
徒
が
急
増
す
る
中
一

ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
の
課
題
に
対

し
て
、
６
・
３
制
を
基
本
と

し
た
教
育
の
仕
組
み
が
限
界

に
近
づ
い
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
義
務
教
育
９
年
間
に
学

び
の
系
統
性
や
連
続
性
を
持

た
せ
る
一
貫
教
育
が
必
要
で
、

本
市
の
教
育
水
準
を
高
め
る

た
め
の
再
編
で
あ
る
。

問　
計
画
案
の
説
明
会
は
。

答　
新
年
度
か
ら
、
中
学
校

区
単
位
を
基
本
に
保
護
者
、

地
域
住
民
に
説
明
会
や
意
見

交
換
会
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

教
職
員
に
も
、
必
要
に
応
じ

て
各
校
に
足
を
運
び
丁
寧
に

説
明
を
行
い
た
い
。

問　
義
務
教
育
学
校
の
メ

リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答　
異
学
年
交
流
に
よ
り
児

童
生
徒
の
主
体
性
を
育
む
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
校

長
の
負
担
増
、
小
中
両
方
の

免
許
状
を
持
つ
教
員
の
確
保
、

市
内
小
中
学
校
の
再
編
計
画
、

高
齢
者
に
優
し
い
ト
イ
レ
へ

の
改
修
に
つ
い
て
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